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附
属
書
三

情
報
技
術
製
品

千
九
百
九
十
六
年
十
二
月
十
三
日
の
世
界
貿
易
機
関
の
閣
僚
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
に
関
す
る

閣
僚
宣
言
の
付
表
Ａ
又
は
Ｂ
が
対
象
と
す
る
産
品
で
あ
っ
て
、
締
約
国
に
お
い
て
他
の
産
品
を
生
産
す
る
材
料
と
し
て
使
用
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
閣
僚
宣
言
の
付
表
Ａ
又
は
Ｂ
が
対
象
と
す
る
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
品
目
別
規
則
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
閣
僚
宣
言
の
付
表
Ａ
又
は
Ｂ
が
対
象
と
す
る
産
品

が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
組
み
立
て
ら
れ
る
場
合
（
当
該
産
品
が
第
八
五
四
一
・
一
〇
号
か
ら
第
八
五
四
二
・
九
〇
号

ま
で
の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。


